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子育て支援に関する新型コロナウイルス 

感 染 症 対 応 関 係 補 正 予 算 

 

 

１ 子育て世帯への臨時特別給付金を支給【こどもを守る課】・・・・・・・国事業    

事業費 ２億８,６１０万円 

（全額国負担） 

０歳から中学生までの児童１人当たり１万円を支給 

・対象児童は、令和２年４月分の児童手当支給対象者（３月分の対象となる児童含む） 

（対象人数 約 27,500人）＊特例給付対象者を除く 

 

 

 

２ ひとり親家庭への臨時特別給付金を支給（市制度）【こどもを守る課】・・市事業 

事業費 １億５０万円 

（全額市負担） 

児童扶養手当を受給しているひとり親家庭に１世帯５万円を支給 

・対象者は、令和２年４月分の児童扶養手当の受給者 

（対象世帯 約 2,000世帯）＊生活保護世帯を除く 

 

 

 

３ ひとり親家庭臨時特別給付金の支給（国制度）【こどもを守る課】・・・国事業 

事業費 ２億６,８５２万円 

（全額国負担） 

ひとり親家庭に、基本給付として１世帯５万円・第２子以降１人につき３万円、追加給付とし

て１世帯５万円を支給 

・対象者 

令和２年６月分の児童扶養手当の受給者（追加給付も対象） 

公的年金等を受給しており令和２年度６月分の児童扶養手当の支給が受けられない方 

（追加給付も対象） 

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当を受けられる水準になって

いる方（追加給付は対象外） 

（対象世帯 約 2,600世帯）＊追加給付については生活保護世帯を除く 
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４ 妊婦特別支援給付金【子育て支援課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・市事業 

事業費 ７,４５４万円 

（全額市負担） 

新型コロナウイルス感染症の流行期における妊婦（４月２７日までに 

出産した方を除く）に対して、市独自の給付金５万円を支給 

【給付対象者】（①～③すべてに該当する妊婦） 

① 令和２年４月２７日現在、本市の住民基本台帳登録者 

② ４月２８日時点で妊娠中の方（令和２年４月２８日以降に出産した方を含む） 

③ 令和２年６月１日までに妊娠届出書を提出した方 

＊①及び②に該当し、妊娠届出書の提出が６月２日以降となる場合でも、 

４月２８日時点で妊娠していることがわかる医師診断書等があれば対象 

 

 

 

５ 妊婦ＰＣＲ検査及び妊産婦感染者寄り添い型支援事業【子育て支援課】・・・国事業 

事業費 ２,５２３万円 

（全額国負担） 

大阪府内統一体制で、新型コロナウイルス感染症に対して不安のある妊婦（妊娠 34週

頃）に、分娩前のＰＣＲ検査及び感染した妊産婦に対して、不安を軽減できるよう寄り添い

型支援を実施 

 

 

 

６ あかつき・ひばり園の給食費の無償化（年内）【子育て支援課】・・・・・・市事業 

事業費 １６１万円 

（全額市負担） 

あかつき・ひばり園に通う子どもの給食費を６月から１２月まで無償化 

 

 

 

７ 保育所等の給食費の返還【保育課】・・・・・・・・・・・・・・・・・・市事業 

事業費 ２,９２４万円 

（全額市負担） 

市の要請（原則休所等）に基づき子どもを自宅で保育した保護者に対し、 

給食費を返還 

（対象人数 民間保育所 約 1,000人、認定こども園 約 1,300人） 
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８ 保育所等の給食費の無償化（年内）【保育課】・・・・・・・・・・・・・市事業 

事業費 １億９,５６１万円 

（全額市負担） 

民間保育所、認定こども園、認可外保育施設、幼稚園に通う子どもの給食費を 

１２月まで無償化 

（対象人数 民間保育所 約 1,200人、認定こども園 約 1,700人、認可外保育施設 約 50人、 

幼稚園 約 1,500 人） 

 

 

 

９ 認定こども園の保育料の返還【保育課】・・・・・・・・・・・・・・国事業 

事業費 ８,５７２万円 

（一般財源 １,９２０万円） 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自宅で保育した保護者に 

対し、保育料を返還 

＊市負担 約１/４ 


